


まえがき

平成 年３月に文部科学省から「今後の特別支援教育の在り方について」(最終報告)が出さ15

れ，平成 年度に入り中央教育審議会で「特別支援教育を推進していくための制度の在り方」16

。 ， 「 」について審議されてきました すなわち 障害の程度等に応じ特別の場で指導を行う 特殊教育

から障害のある児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じて適切な教育的支援を行う「特別支援教

育」への転換を図るという教育改革です。

特別支援教育とは，従来の特殊教育の対象の障害だけでなく，ＬＤ，ＡＤＨＤ，高機能自閉症

を含めて障害のある児童生徒の自立や社会参加に向けて，その一人一人の教育的ニーズを把握し

て，その持てる力を高め，生活や学習上の困難を改善又は克服するために，適切な教育や指導を

通じて必要な支援を行うものです。小児慢性特定疾患等の難病の児童生徒で小学校・中学校の通

常の学級に在籍する場合でも特別支援教育の対象となります。

インスリン依存型糖尿病の子どもの教育支援に関するガイドラインは，本人・家族，医療者，

， 。 ，教育関係者などを対象とし 教育支援の望ましい在り方を掲げたものです このガイドラインは

試案であり，多くの関係者に有効に本ガイドラインを活用していただくとともに，忌憚のないご

。 。意見をいただければ幸いです そのご意見をもとにさらにより良いものに改訂していく予定です

１ 目 的

小学校・中学校等の養護教諭，学級担任，院内学級の担当教員，保護者，医療者を対象に，

インスリン依存型糖尿病の子どものための教育支援を目的としたガイドライン試案を作成し，

学齢のインスリン依存型糖尿病の子どもの学校生活を支援していくことを目的とする。

２ ガイドラインの対象

小・中学校，高等学校の養護教諭，教師，保護者，院内学級の教師，医師・看護師等の

医療者

研究代表者 武 田 鉄 郎
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